
【注意】
１期対策～４期対策の交付金残がある場合は、
５期対策の交付金分とは別に１期～４期対策用の
収支報告書を提出してください。

≪４期対策用記載例　令和7年1月1日～令和7年12月31日≫

ＡＢＣ集落協定の場合

第４期対策の交付金残額・・・3,000,000円

①トラクター（令和７年２月購入）・・・3,000,000円

第１期対策を実施しており、引き続き第２期、第３期対策、第４期対策、５期対策を実施
している。第４期対策の協定参加者数６名。

平成２７年～令和２年まで（平成２７年度～令和元年度分まで）に入金となった交付金の
共同取組活動分の支出に対して報告してください。

記載例（過去期対策）



伯耆町長　様

　　　　　集落協定名
　　　　　集落協定代表者 印

１　　交付金に係る配分額及び共同取組活動の支出額

（１）配分総額

円
円

（２）共同取組活動支出額

3,000,000 円

3,000,000 円

3,000,000 円
円

0 円

※支出の根拠となる領収書等はきちんと整理すること。

２　　協定参加者別細目協定参加者別細目

ア 円 円 500,000 円 円 500,000 円
イ 円 円 500,000 円 円 500,000 円
ウ 円 円 500,000 円 円 500,000 円
エ 円 円 500,000 円 円 500,000 円
オ 円 円 500,000 円 円 500,000 円
カ 円 円 500,000 円 円 500,000 円
計 0 円 0 円 3,000,000 円 0 円 3,000,000 円

個人配分分

令和8年1月9日

ＡＢＣ集落
ア

令和７年中山間地域等直接支払交付金収支報告書

支出項目

①個人配分分
②共同取組活動分

①

総　額 内訳

合　計協    定
参加者名

② ①+② ③③

収入額

過年残（積立）額計 　　　0円

支出額 支出額収入額収入額
共同取組活動分

残（積立）額

過年積立分

 4 期対策用

①トラクター購入費
支出額 備　考

総　額 配分等の基礎
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２
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加
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計
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収
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⑥
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③
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取
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○
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。



 

中山間地域等直接支払交付金の 

税務上の取扱いについて 

 

１．税務上の取扱い留意事項 

① 中山間地域等直接支払交付金は、集落協定の口座に振り込まれた時点で、

共同取組活動分も含めて、協定参加者各人の収入として扱われます。 

 

 ② 共同取組活動分から協定参加者へ支払われた役員報酬や日当等は、交付

金とは別に協定参加者の収入となります。 

⇒「協定参加者別所得細目書（各人別内訳）」に記載して下さい。 

 

 ③ 交付金収支報告書に記載された共同取組活動支出額のうち、農業に関係

しない支出額は、協定参加者各人の所得を計算する際に除きます。 

⇒「協定参加者別所得細目書（各人別内訳）」に記載してください。 

 

④ 交付金収支報告書は、交付年度の収支の内容ではなく、交付年（暦年：1

月 1日から 12 月 31 日まで）の収支内容を記載します。 

 

 

＜参考＞「中山間地域等直接支払交付金に係る会計経理の明確化及び税務対応

の円滑化」に関するＱ＆Ａ（平成 13 年 11 月 13 日事務連絡）（抜粋） 

 
ポイント 役員報酬や日当等は、『協定参加者別所得細目書（各人別内訳）』の収入

「② 役員手当出役賃金等」に計上します。 

問 14 交付金収支報告書の個人分には、共同取組活動分から協定参加者に支払われ

た役員報酬や日当等を加えて整理することになるのか。 

（答） 

１ 交付金収支報告書は、当該年に支払われた交付金の配分内容及び当該年の共同取

組活動への支出内容を明らかにするものである。 

２ 共同取組活動分から協定参加者に支払われた役員報酬や日当等は、それぞれの行

為の対価として協定参加者の収入となるものである。 

３ したがって、当該日当等は、交付金収入とは別途の収入として計上することにな

る。（収支報告書の個人分に加えて整理するものではない。） 



 

 
  ポイント 農業所得に係る必要経費に該当しない支出額は、『協定参加者別所得細目

書（各人別内訳）』の支出「⑤ ④のうち必要経費に該当しない支出」に計上します。 

 

２．減価償却資産について 

共同取組活動分によって、10 万円以上（※）の農業用機械を購入または、農業

用共同施設を建設された場合は、『減価償却費』として使用した年に必要経費とし

て算入します。 
※取得価額は、協定参加者１人あたりの持分（総額を按分したもの）で判断します。 

 
 
＜計算の方法＞ 
（1）１０万円未満又は使用可能期間が１年未満のもの 

   ⇒ 全額を取得した年の必要経費に算入 
 

（2）１０万円以上２０万円未満である場合 
    ⇒ 次の２つの方法から選択 
    （ａ）通常の減価償却費の計算 
    （ｂ）３年間で取得価格の１／３ずつを各年の減価償却費に算入（一括償却） 
 

（3）２０万円以上の場合 
    ⇒ 通常の減価償却費の計算 

問 15 交付金収支報告書の「共同取組活動分」の「支出額」欄には、農業所得に係

る必要経費に該当するもののみを記入するのか。 

（答） 

１ 交付金収支報告書は、当該年に支払われた交付金の配分内容及び当該年の共同取

組活動への支出内容を明らかにするものである。 

２ したがって、「共同取組活動分」の「支出額」欄には、農業所得に係る必要経費

に該当するもののみを記入するのではなく、当該年に共同取組活動に支出した額を

すべて記入することになる。 

（例）共同取組活動分で 190 万円のトラクターを購入 

①協定参加者 10 人の場合 

   190 万円÷10 人＝19 万円（1 人あたりの持分） 

⇒ 10 万円以上のため、減価償却費として使用する各年に経費算入 

 ②協定参加者が 20 人の場合 

   190 万円÷20 人＝9 万 5 千円（1 人あたりの持分） 

   ⇒ 10 万円未満のため、取得した年に全額を経費算入 

（注）いずれも共同取組活動分を均等割によって按分した場合です。 



 

＜参考＞ 

 主な減価償却資産の耐用年数表  

 
※平成 21 年分から耐用年数が変更になりました。（農業用機械は、全て 7 年に改正。） 
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